
福 井 市 吹 付 け ア ス ベ ス ト 調 査 事 業 補 助 要 綱  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 市 内 に 存 す る 民 間 建 築 物 に つ い て ア ス ベ ス ト

の 使 用 実 態 を 把 握 し 、 ア ス ベ ス ト に よ る 被 害 の 未 然 防 止 を 図 る

た め 、 ア ス ベ ス ト 含 有 の 有 無 等 に 係 る 調 査 に 対 し て 本 市 が 実 施

す る 補 助 金 の 交 付 に 関 し 、 福 井 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 ４ ８

年 福 井 市 規 則 第 １ １ 号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定

め る も の と す る 。  

 

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ １ ） ア ス ベ ス ト  石 綿 障 害 予 防 規 則 （ 平 成 １ ７ 年 厚 生 労 働 省 令 第

２ １ 号 ） 第 ２ 条 に 規 定 す る 石 綿 等 を い う 。  

（ ２ ） ア ス ベ ス ト 調 査  吹 付 け 建 材 に 係 る ア ス ベ ス ト 含 有 の 有 無 又

は 含 有 し て い る 場 合 の 含 有 の 量 を 分 析 に よ り 調 査 す る こ と を

い う 。  

（ ３ ） 吹 付 け 建 材  石 綿 が 含 有 さ れ て い る 吹 付 け 又 は そ の 疑 い が あ

る 吹 付 け を い う 。  

（ ４ ） 民 間 建 築 物  国 、 地 方 公 共 団 体 そ の 他 の 公 共 団 体 又 は こ れ ら

に 準 ず る 者 の 所 有 に 属 す る 建 築 物 以 外 の 建 築 物 を い う 。  

（ ５ ） 建 築 物 石 綿 含 有 建 材 調 査 者  建 築 物 石 綿 含 有 建 材 調 査 者 講 習

等 登 録 規 程 （ 平 成 ３ ０ 年 厚 生 労 働 省 ・ 国 土 交 通 省 ・ 環 境 省 告

示 第 １ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 項 又 は 第 ３ 項 に 規 定 す る 者 を い う 。  

 

（ 補 助 対 象 建 築 物 ）  

第 ３ 条  補 助 の 対 象 と な る 建 築 物 （ 以 下 「 補 助 対 象 建 築 物 」 と い



う 。） は 、 次 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ に も 該 当 す る 建 築 物 と す る 。  

（ １ ） 本 市 に 所 在 す る 建 築 物 で あ る こ と 。  

（ ２ ） 吹 付 け 建 材 が 施 工 さ れ て い る こ と 。  

（ ３ ） ア ス ベ ス ト 調 査 に 関 し 、 補 助 金 等 の 交 付 を 受 け て い な い も の

で あ る こ と 。  

（ ４ ） 福 井 市 が 管 理 す る ア ス ベ ス ト 調 査 台 帳 に 記 載 さ れ て い る こ と 。  

 

（ 補 助 対 象 者 ）  

第 ４ 条  補 助 の 対 象 と な る 者 は 、 次 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ に も 該 当

す る 者 と す る 。  

（ １ ） 補 助 対 象 建 築 物 の 所 有 者 （ 当 該 建 築 物 が 区 分 所 有 さ れ て い る

場 合 に あ っ て は 、 建 物 の 区 分 所 有 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ３ ７

年 法 律 第 ６ ９ 号 ） 第 ３ 条 に 規 定 す る 団 体 ）  

（ ２ ） 市 税 の 滞 納 が な い 者  

 

（ 補 助 対 象 事 業 ）  

第 ５ 条  補 助 の 対 象 と な る 事 業 （ 以 下 「 補 助 事 業 」 と い う 。） は 、

補 助 対 象 建 築 物 に お い て 行 う ア ス ベ ス ト 調 査 と す る 。  

２  前 項 の ア ス ベ ス ト 調 査 は 、 次 の 基 準 に 適 合 す る も の で な け れ ば

な ら な い 。  

（ １ ） 分 析 機 関 は 、 社 団 法 人 日 本 作 業 環 境 測 定 協 会 が 公 表 し た 「 石

綿 含 有 の 有 無 の 判 定 及 び 石 綿 の 含 有 率 の 測 定 に 対 応 で き る 分

析 機 関 」 又 は そ れ と 同 等 の 能 力 を 有 す る と 認 め ら れ る 機 関 で

あ る こ と 。  

（ ２ ） 分 析 方 法 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ  Ａ  １ ４ ８ １ 「 建 材 製 品 中 の ア ス ベ ス

ト 含 有 率 測 定 方 法 」 又 は そ れ と 同 等 以 上 の 精 度 を 有 す る と 認

め ら れ る 方 法 で あ る こ と 。  

（ ３ ） 建 築 物 石 綿 含 有 建 材 調 査 者 に よ る 調 査 に 基 づ き 、 実 施 す る も



の で あ る こ と 。  

 

（ 補 助 金 の 額 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 額 は 、 分 析 機 関 に 対 し て 支 払 う ア ス ベ ス ト 調 査 に

要 す る 費 用 の 額 か ら 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 を 除 い た 額 と す る 。

た だ し 、 補 助 金 の 限 度 額 は 、 補 助 対 象 建 築 物 １ 棟 に つ き ２ ５ 万

円 と す る 。  

２  こ の 要 綱 に よ る 補 助 金 の 交 付 に つ い て は 、 原 則 と し て 補 助 対 象

建 築 物 １ 棟 に つ き １ 回 限 り と す る 。 た だ し 、 市 長 が や む を 得 な

い と 認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

 

（ 補 助 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ７ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 福 井 市 吹 付 け ア ス ベ

ス ト 調 査 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 関 係 書 類 を 添

付 し て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 補 助 金 の 交 付 決 定 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 を 受 け た と き は 、 そ の 内 容

を 審 査 し 、 補 助 金 の 交 付 又 は 不 交 付 を 決 定 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 決 定 （ 以 下 「 交 付 決 定 」 と い う 。）

を し た と き は 、 福 井 市 吹 付 け ア ス ベ ス ト 調 査 事 業 補 助 金 交 付 決

定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 、 不 交 付 を 決 定 し た と き は 、 福

井 市 吹 付 け ア ス ベ ス ト 調 査 事 業 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式

第 ３ 号 ） に よ り 、 当 該 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

３  市 長 は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 を す る 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と

き は 、 当 該 補 助 金 の 交 付 に つ い て 条 件 を 付 す こ と が で き る 。  

 

（ 分 析 調 査 の 実 施 ）   



第 ９ 条  補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 者 （ 以 下 「 交 付 決 定 者 」 と い う ）

は 、 速 や か に 分 析 調 査 に 着 手 す る も の と し 、 交 付 決 定 の 内 容 及

び こ れ に 付 し た 条 件 に 従 い 分 析 調 査 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

  

（ 補 助 事 業 の 内 容 の 変 更 ）  

第 １ ０ 条  交 付 決 定 者 は 、 補 助 金 交 付 決 定 後 に お い て 、 補 助 事 業 の

内 容 を 変 更 し 、 又 は 中 止 し よ う と す る と き は 、 福 井 市 吹 付 け ア

ス ベ ス ト 調 査 事 業 補 助 金 交 付 変 更 申 請 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） を 提 出

し 、 市 長 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 を 受 け た と き は 、 そ の 内 容 を 審

査 し 、 や む を 得 な い と 認 め た と き は 、 福 井 市 吹 付 け ア ス ベ ス ト

調 査 事 業 補 助 金 交 付 変 更 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に よ り ， 当

該 申 請 者 に 通 知 す る 。  

 

（ 完 了 実 績 報 告 ）  

第 １ １ 条  交 付 決 定 者 は 、 補 助 事 業 が 完 了 し た と き は 、 速 や か に 、

福 井 市 吹 付 け ア ス ベ ス ト 調 査 事 業 完 了 実 績 報 告 書 （ 様 式 第 ６ 号 ）

に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ） 分 析 機 関 が 発 行 し た 分 析 調 査 結 果 報 告 書 の 写 し  

（ ２ ） ア ス ベ ス ト 調 査 の 実 施 に 関 し て 分 析 機 関 と 締 結 し た 契 約 書 等

の 写 し  

（ ３ ） 領 収 書 等 ア ス ベ ス ト 調 査 に 要 し た 費 用 を 支 払 っ た こ と が 分 か

る 書 類 の 写 し  

（ ４ ） 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 

（ 補 助 金 額 の 確 定 ）   

第 １ ２ 条  市 長 は 、 前 条 の 実 績 報 告 書 の 提 出 が あ っ た 場 合 は 、 当

該 報 告 書 の 内 容 を 審 査 し 、 適 正 と 認 め る と き は 、 補 助 金 の 額



を 確 定 し 、 そ の 旨 を 当 該 交 付 決 定 者 に 福 井 市 吹 付 け ア ス ベ ス

ト 調 査 事 業 補 助 金 交 付 額 確 定 通 知 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） に よ り 通

知 す る も の と す る 。   

 

（ 補 助 金 の 交 付 請 求 ）   

第 １ ３ 条  前 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 交 付 額 確 定 通 知 を 受 け た 者 は 、

福 井 市 吹 付 け ア ス ベ ス ト 調 査 事 業 補 助 金 交 付 請 求 書 （ 様 式 第

８ 号 ） に よ り 、 確 定 通 知 書 を 受 け た 日 の 属 す る 年 度 の ３ 月 ３

１ 日 ま で に 市 長 に 請 求 し な け れ ば な ら な い 。  

  

（ 補 助 金 の 交 付 ）  

第 １ ４ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 の 請 求 を 受 け た

場 合 は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 当 該 請 求 に

係 る 補 助 金 を 交 付 す る も の と す る 。  

  

（ 補 助 金 の 交 付 決 定 の 取 消 し ）  

第 １ ５ 条  市 長 は 、 交 付 決 定 の 後 、 交 付 決 定 者 が 次 の 各 号 の い ず れ

か に 該 当 す る と 認 め た と き は 、 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り

消 す こ と が で き る 。  

（ １ ） 交 付 決 定 の 内 容 又 は こ れ に 付 し た 条 件 に 違 反 し た と き 。  

（ ２ ） 不 正 な 手 段 に よ り 交 付 決 定 を 受 け た と き 。  

（ ３ ） 前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 特 に そ の 必 要 が あ る と 認

め た と き 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 し

た と き は 、 福 井 市 吹 付 け ア ス ベ ス ト 調 査 事 業 補 助 金 交 付 決 定 取

消 通 知 書 （ 様 式 第 ９ 号 ） に よ り 、 当 該 申 請 者 に 通 知 す る 。  

 

（ 補 助 金 の 返 還 ）  



第 １ ６ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取

り 消 し た 場 合 に お い て 、 当 該 取 消 し に 係 る 部 分 に 関 し 、 既 に 補

助 金 を 交 付 し て い る と き は 、 期 限 を 定 め て そ の 返 還 を 命 ず る も

の と す る 。  

 

（ 書 類 の 保 存 ）   

第 １ ７ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 当 該 補 助 事 業 の 実 施 に 関 す

る 書 類 等 を 当 該 補 助 事 業 が 完 了 し た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 か

ら 起 算 し て ５ 年 間 保 存 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 補 則 ）  

第 １ ８ 条  こ の 要 綱 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

 

 

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

（ 失 効 ）  

２  こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り そ の 効 力 を 失 う 。 た だ し 、

同 日 ま で に 交 付 の 決 定 が な さ れ た 補 助 金 に つ い て は 、 同 日 後 も な お

そ の 効 力 を 有 す る 。  

 

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



 

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 ２ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ ０ 年 １ ０ 月 ２ ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 附 則 第 ２ 項

の 改 正 規 定 は 、 令 和 ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 か ら 施 行 す る 。  


